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(57)【要約】
【課題】放射性セシウムで汚染された廃棄物を原料として用いて、無害な焼成物を製造す
る製造方法を提供する。
【解決手段】放射性セシウムで汚染された廃棄物、及び、ＣａＯ源及び／又はＭｇＯ源を
１２００～１４００℃で加熱して、上記廃棄物中の放射性セシウムを揮発させ、焼成物を
得る加熱工程を含む焼成物の製造方法であって、得られる焼成物がＣ２ＳとＣ２ＡＳを含
み、Ｃ２Ｓ１００質量部当たりのＣ２ＡＳとＣ４ＡＦの合計量が１０～１００質量部とな
るように、上記廃棄物、ＣａＯ源及びＭｇＯ源の各々の種類及び配合割合を定める焼成物
の製造方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射性セシウムで汚染された廃棄物、及び、ＣａＯ源及び／又はＭｇＯ源を１２００～
１４００℃で加熱して、上記廃棄物中の放射性セシウムを揮発させ、焼成物を得る加熱工
程を含む焼成物の製造方法であって、
　得られる焼成物がＣ２ＳとＣ２ＡＳを含み、Ｃ２Ｓ１００質量部当たりのＣ２ＡＳとＣ

４ＡＦの合計量が１０～１００質量部となるように、上記廃棄物、ＣａＯ源及びＭｇＯ源
の各々の種類及び配合割合を定めることを特徴とする焼成物の製造方法。
【請求項２】
　さらに、ＣａＯ、ＭｇＯ、及びＳｉＯ２の各々の質量が、下記式（１）を満たすように
、上記廃棄物、ＣａＯ源及びＭｇＯ源の各々の種類及び配合割合を定める請求項１に記載
の焼成物の製造方法。
　（（ＣａＯ＋１．３９×ＭｇＯ）／ＳｉＯ２）＝１．０～２．２　　・・・（１）
（式中、ＣａＯ、ＭｇＯ、ＳｉＯ２は、各々、カルシウムの酸化物換算の質量、マグネシ
ウムの酸化物換算の質量、珪素の酸化物換算の質量を表す。）
【請求項３】
　原料として、さらに、塩化物を用いる請求項１または２に記載の焼成物の製造方法。
【請求項４】
　上記加熱工程において、加熱を還元雰囲気下で行う、請求項１～３のいずれか１項に記
載の焼成物の製造方法。
【請求項５】
　上記加熱工程によって得られた焼成物と、還元剤及び吸着剤からなる群より選ばれる少
なくとも１種を混合する混合工程を含む請求項１～４のいずれか１項に記載の焼成物の製
造方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の焼成物の製造方法によって得られた焼成物を粉砕
して得られるセメント混合材。
【請求項７】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の焼成物の製造方法によって得られた焼成物からな
る骨材。
【請求項８】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の焼成物の製造方法によって得られた焼成物からな
る土工資材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射性セシウムで汚染された廃棄物を原料として用いて、無害な焼成物を製
造するための方法、得られた焼成物を粉砕して得られるセメント混合材、該焼成物からな
る骨材、及び土工資材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、セメント産業では、産業廃棄物や一般廃棄物をセメント原料として再資源化して
いる。例えば、Ｃ２ＳとＣ２ＡＳを必須成分とし、Ｃ２Ｓ１００重量部に対し、Ｃ２ＡＳ
＋Ｃ４ＡＦを１０～１００重量部含有し、かつ、Ｃ３Ａの含有量が２０重量部以下である
焼成物が提案されている（特許文献１）。該焼成物は産業廃棄物、一般廃棄物及び建設発
生土から選ばれる１種以上を原料とし、該焼成物は粉砕してセメント混合材として使用す
ることができる。
　一方、原子力発電所の大きな事故によって外部の環境中に放出された放射性セシウムが
廃棄物又は土壌中に含まれている場合があるという問題が起きている。放射性セシウム（
セシウム１３７）は、半減期が３０年であり、長期間に亘って人体に悪影響を与えうるた
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め、廃棄物等からの放射性セシウムの除去を求められる場合が多い。
　放射性セシウムを除去する方法として、例えば、硝酸塩の形態で存在する放射性廃棄物
を、外部に周回する通電コイルを備えたスリットを有する冷却された容器内で電磁誘導加
熱により溶解し、硝酸塩が分解して生成した金属酸化物を容器周囲に、還元された白金属
元素を電磁ピンチ力によって容器中央部に集積させ、次いで冷却・凝結後に、生成した固
化体を回収することからなる、放射性廃棄物の処理方法において、電磁誘導加熱中に放射
性廃棄物から揮発したセシウム等の長寿命核種を分離・回収する方法が記載されている（
特許文献２）。
　しかしながら、特許文献２の方法は、事故によって外部の環境中に放出された放射性セ
シウムを対象とするものではなく、原子力発電所等の限定された区域内で発生する放射性
廃棄物を対象とするものであるため、膨大な量の汚染土壌等の処理に適したものではなく
、また、装置が複雑で高価であり、高コストであるという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３５５９２７４号公報
【特許文献２】特開平５－１５７８９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、放射性セシウムで汚染された廃棄物を原料として用いて、無害な焼成物を製
造するための方法、該焼成物を粉砕して得られるセメント混合材、該焼成物からなる骨材
、及び土工資材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、放射性セシウムで汚染さ
れた廃棄物、及び、ＣａＯ源及び／又はＭｇＯ源を加熱する焼成物の製造方法であって、
得られる焼成物がＣ２ＳとＣ２ＡＳを含み、Ｃ２Ｓ１００質量部当たりのＣ２ＡＳとＣ４

ＡＦの合計量が１０～１００質量部となるように配合割合を定める焼成物の製造方法によ
って、上記目的を達成できることを見出し、本発明を完成した。
　すなわち、本発明は、以下の［１］～［８］を提供するものである。
［１］　放射性セシウムで汚染された廃棄物、及び、ＣａＯ源及び／又はＭｇＯ源を１２
００～１４００℃で加熱して、上記廃棄物中の放射性セシウムを揮発させ、焼成物を得る
加熱工程を含む焼成物の製造方法であって、得られる焼成物がＣ２ＳとＣ２ＡＳを含み、
Ｃ２Ｓ１００質量部当たりのＣ２ＡＳとＣ４ＡＦの合計量が１０～１００質量部となるよ
うに、上記廃棄物、ＣａＯ源及びＭｇＯ源の各々の種類及び配合割合を定めることを特徴
とする焼成物の製造方法。
［２］　さらに、ＣａＯ、ＭｇＯ、及びＳｉＯ２の各々の質量が、下記式（１）を満たす
ように、上記廃棄物、ＣａＯ源及びＭｇＯ源の各々の種類及び配合割合を定める前記［１
］に記載の焼成物の製造方法。
　（（ＣａＯ＋１．３９×ＭｇＯ）／ＳｉＯ２）＝１．０～２．２　　・・・（１）
（式中、ＣａＯ、ＭｇＯ、ＳｉＯ２は、各々、カルシウムの酸化物換算の質量、マグネシ
ウムの酸化物換算の質量、珪素の酸化物換算の質量を表す。）
［３］　原料として、さらに、塩化物を用いる前記［１］または［２］に記載の焼成物の
製造方法。
［４］　上記加熱工程において、加熱を還元雰囲気下で行う、前記［１］～［３］のいず
れかに記載の焼成物の製造方法。
［５］　上記加熱工程によって得られた焼成物と、還元剤及び吸着剤からなる群より選ば
れる少なくとも１種を混合する混合工程を含む前記［１］～［４］のいずれかに記載の焼
成物の製造方法。
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［６］　前記［１］～［５］のいずれかに記載の焼成物の製造方法によって得られた焼成
物を粉砕して得られるセメント混合材。
［７］　前記［１］～［５］のいずれかに記載の焼成物の製造方法によって得られた焼成
物からなる骨材。
［８］　前記［１］～［５］のいずれかに記載の焼成物の製造方法によって得られた焼成
物からなる土工資材。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の焼成物の製造方法によれば、放射性セシウムが除去された無害な焼成物を得る
ことができる。この焼成物は、セメント混合材、骨材として、今後多量に必要とされる復
興用コンクリート（堤防、防波堤、及び消波ブロック等）に使用することができ、天然資
源の保護を図ることができる。また、土工資材として、土壌除去された土地の埋め戻し材
等に利用することができる。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、本発明について詳細に説明する。
　本発明の焼成物の製造方法は、放射性セシウムで汚染された廃棄物、及び、ＣａＯ源及
び／又はＭｇＯ源を１２００～１４００℃で加熱して、上記廃棄物中の放射性セシウムを
揮発させ、焼成物を得る加熱工程を含む焼成物の製造方法であって、得られる焼成物がＣ

２ＳとＣ２ＡＳを含み、Ｃ２Ｓ１００質量部当たりのＣ２ＡＳとＣ４ＡＦの合計量が１０
～１００質量部となるように、上記廃棄物、ＣａＯ源及びＭｇＯ源の各々の種類及び配合
割合を定めることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の処理対象物は、放射性セシウムで汚染された廃棄物である。
　ここで、放射性セシウムで汚染された廃棄物とは、例えば、土壌や、下水汚泥乾粉、都
市ごみ焼却灰、ごみ由来の溶融スラグ、貝殻、草木等の一般廃棄物や、下水汚泥、下水ス
ラグ、浄水汚泥、建設汚泥等の産業廃棄物や、がれき等の災害廃棄物であって、放射性セ
シウムを含むものである。これらは１種を単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせ
て用いてもよい。また、放射性セシウムをほとんど含まない部分（例えば、土壌の場合、
砂、石）を予め取り除いて得られる、放射性セシウムが濃縮されたもの（中間処理物）も
、本発明における「放射性セシウムで汚染された廃棄物」の概念に含まれるものとする。
　また、ＣａＯ源としては、例えば炭酸カルシウム、石灰石、生石灰、消石灰、石灰石、
ドロマイト、高炉スラグ等が挙げられる。ＭｇＯ源としては、例えば炭酸マグネシウム、
水酸化マグネシウム、ドロマイト、蛇紋岩、フェロニッケル合金スラグ等が挙げられる。
これらの例示物は、１種を単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせて用いてもよい
。
　本発明において、ＣａＯ源及びＭｇＯ源は、これら両方を用いてもよいし、いずれか一
方のみを用いてもよいが、セメント混合材としての活性を高めるためにＣａＯ源のみを混
合することが好ましい。
　また、ＣａＯ源およびＭｇＯ源は、粉砕された粉状物を使用することが好ましい。
【０００９】
　本発明において、放射性セシウムとは、セシウムの放射性同位体であるセシウム１３４
及びセシウム１３７を意味する。これらの放射性セシウムは、原子力発電所の事故によっ
て外部の環境中に放出される放射性物質であり、半減期がそれぞれ約２年と約３０年のも
のである。
　本発明において、除去対象物である放射性セシウムは、事故を起こした原子力発電所か
ら、ヨウ化セシウム等の形態で放射性ヨウ素と共に外部の環境中に放出され、上空から地
表面に降下したものである。ヨウ化セシウムは、沸点が１２００℃以上であり、沸点が７
００℃程度であるセシウム単体に比べて、揮発し難い性質を有する。そのうえ、地表面に
降下した放射性セシウムは、土壌に含まれる粘土鉱物中に閉じ込められて、土壌から離れ
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にくい状態となり、また、形態が変化する場合もある。また、がれき等の災害廃棄物に付
着したり、地表面に降下した放射性セシウムが雨によって流され、下水処理の過程で濃縮
されることによって、高濃度の放射性セシウムを含む下水汚泥等が生じることがある。さ
らに、土壌に含まれる放射性セシウムを吸収することによって、草木が放射能に汚染され
、これら放射能に汚染された草木を含むものを焼却して生じた焼却灰においては、ガラス
などに放射性セシウムが閉じ込められていることもある。本発明では、これらの処理し難
い状態になっている放射性セシウム化合物を分離し回収しようとするものである。
【００１０】
　加熱後に得られる焼成物はＣ２Ｓ（２ＣａＯ・ＳｉＯ２）とＣ２ＡＳ（２ＣａＯ・Ａｌ

２Ｏ３・ＳｉＯ２）を含み、Ｃ２Ｓ１００質量部当たりのＣ２ＡＳとＣ４ＡＦ（４ＣａＯ
・Ａｌ２Ｏ３・Ｆｅ２Ｏ３）の合計量が１０～１００質量部であり、好ましくは２０～９
０質量部である。
　Ｃ２ＡＳとＣ４ＡＦの合計量が１０質量部未満であると、放射性セシウムで汚染された
廃棄物とＣａＯ源及び／又はＭｇＯ源との混合物中のカリウムやナトリウムの合計の揮発
量が多くなり、排ガスが冷却されて得られる固体分である放射性物質含有廃棄物の量が多
くなる。また、加熱時に加熱温度を上げてもフリーライム量（未反応ＣａＯ量）が低下し
にくく、焼成が困難になる。さらに、生成するＣ２Ｓも水和活性のないγ型Ｃ２Ｓである
可能性が高くなり、セメント混合材等として用いた場合に、セメントの強度を大きく低下
させることがある。一方、１００質量部を超えると、高温における融液が増加するため、
焼成可能温度が狭まり、放射性セシウムの揮発量が少なくなる。また、Ｃ２Ｓが少ないた
め、セメント混合材等として用いた場合に、セメントの初期及び長期強度がともに低下す
る。
　なお、使用する原料（廃棄物、ＣａＯ源、及びＭｇＯ源）の組成によっては、Ｃ４ＡＦ
が生成されることがあるが、Ｃ２ＡＳとＣ４ＡＦの合計１００質量部のうち、Ｃ４ＡＦの
含有量は７０質量部以下であることが好ましい。Ｃ４ＡＦの含有量がこの範囲を超えると
、製造の管理が難しくなる場合がある。
　また、上記焼成物はＣ２Ｓ１００質量部当たりのＣ３Ａの含有量が好ましくは２０質量
部以下、より好ましくは１０質量部以下である。２０質量部を超えると、セメント混合材
等として用いた場合に、セメントの水和熱が上昇し、流動性も悪化する場合がある。
【００１１】
　上記焼成物の鉱物構成比は、使用原料中のＣａＯ、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｆｅ２Ｏ３

の各含有量（質量％）から、次式により各鉱物の質量比を算出することで求めることがで
きる。
Ｃ４ＡＦ＝３．０４×Ｆｅ２Ｏ３

Ｃ３Ａ＝１．６１×ＣａＯ－３．００×ＳｉＯ２－２．２６×Ｆｅ２Ｏ３

Ｃ２ＡＳ＝－１．６３×ＣａＯ＋３．０４×ＳｉＯ２＋２．６９×Ａｌ２Ｏ３＋０．５７
×Ｆｅ２Ｏ３

Ｃ２Ｓ＝１．０２×ＣａＯ＋０．９５×ＳｉＯ２－１．６９×Ａｌ２Ｏ３－０．３６×Ｆ
ｅ２Ｏ３

　従って、放射性セシウムで汚染された廃棄物とＣａＯ源及び／又はＭｇＯ源との配合割
合は、廃棄物の組成に応じて、得られる焼成物の組成が、本発明の範囲内になるよう、適
宜決定すれば良い。
【００１２】
　さらに、上記放射性セシウムで汚染された廃棄物とＣａＯ源及び／又はＭｇＯ源は、得
られる混合物中の酸化カルシウム（ＣａＯ）、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、及び二酸化
珪素（ＳｉＯ２）の各々の質量が、下記式（１）を満たすように、前記廃棄物とＣａＯ源
及び／又はＭｇＯ源の種類及び配合割合を定めたうえで混合されることが好ましい。
　（（ＣａＯ＋１．３９×ＭｇＯ）／ＳｉＯ２）＝１．０～２．２　　・・・（１）
（式中、ＣａＯ、ＭｇＯ、ＳｉＯ２は、各々、カルシウムの酸化物換算の質量、マグネシ
ウムの酸化物換算の質量、珪素の酸化物換算の質量を表す。）



(6) JP 2013-82604 A 2013.5.9

10

20

30

40

50

　上記式（１）のＣａＯ、ＭｇＯ、及びＳｉＯ２の各々の質量と上記式（１）から導き出
される数値は好ましくは１．０～２．２、より好ましくは１．１～１．９、特に好ましく
は１．２～１．８である。
　なお、ＣａＯの１モルの質量は、ＭｇＯの１．３９モルの質量に相当することから、上
記式（１）において、ＭｇＯの質量に１．３９を乗じている。
　該質量比が１．０未満であると、焼成温度が高温になるにつれて液相が生じやすくなり
、放射性セシウムの揮発量が少なくなる場合がある。該質量比が２．２を超えると、放射
性セシウムで汚染された廃棄物とＣａＯ源及び／又はＭｇＯ源との混合物中のカリウムや
ナトリウムの合計の揮発量が多くなり、排ガスが冷却されて得られる固体分である放射性
物質含有廃棄物の量が多くなる場合がある。
【００１３】
　放射性セシウムの塩化揮発を促進し、かつ揮発回収物を減容化する目的で上記混合物の
原料として、さらに、塩化カルシウム（ＣａＣｌ２）、塩化カリウム（ＫＣｌ）、塩化ナ
トリウム（ＮａＣｌ）等の塩化物を用いてもよい。中でも塩化揮発の促進の観点から塩化
カルシウムが好ましい。
　塩化物の量は、塩素と、セシウム及びカリウムとのモル比（Ｃｌ／（Ｃｓ＋Ｋ））が好
ましくは１．０以下、より好ましくは０．３以下になる量である。該モル比が１．０以下
であると、カリウムやナトリウムが揮発せずに放射性セシウムが多く揮発するため、放射
性物質含有廃棄物の減容化を図ることができる。
　また、上記混合物中の塩素量は１５００ｍｇ／ｋｇ以下であることが好ましい。塩素量
が１５００ｍｇ／ｋｇ以下であると、高温でも液相が生じにくくなり、放射性セシウムが
多く揮発する。
　好ましくは、上記モル比（Ｃｌ／（Ｃｓ＋Ｋ））が１．０以下でありかつ上記混合物中
の塩素量が１５００ｍｇ／ｋｇ以下、さらに好ましくは、上記モル比が０．５以下であり
かつ上記混合物中の塩素量が１２５０ｍｇ／ｋｇ以下であれば、揮発するセシウムは塩化
セシウムの形態として、揮発しやすくなることに加えて、後述する回収物の減容化を図る
ことができる。
　上記の廃棄物とＣａＯ源及び／又はＭｇＯ源との混合に際し、必要に応じて、混合を兼
ねて解砕、粉砕等を行ったり、あるいは、解砕機もしくは粉砕機と、混合機を組み合わせ
て、２段階の処理を行ってもよい。後述するロータリーキルンを用いて焼成する場合は、
ロータリーキルン内で各材料が回転混合されるので、上述のＣａＯ源、ＭｇＯ源、及び廃
棄物等の一部をそのままキルン窯尻に投入してもよい。また、上記混合物は５ｍｍ程度の
粒状物より小さいことが好ましい。また、予めセシウムが多くは含まれない５ｍｍ以上の
石などを、水洗を行いながら取り除いてもよい。
【００１４】
　放射性セシウムで汚染された廃棄物とＣａＯ源及び／又はＭｇＯ源との混合物の加熱温
度は１２００～１４００℃、好ましくは１２００～１３５０℃である。
　上記温度範囲内で加熱することで、廃棄物に含まれる放射性セシウムを効率的に揮発さ
せることができる。加熱温度が１２００℃未満では放射性セシウムの揮発量が少なくなる
。１４００℃を超えると、液相が形成されることで放射性セシウムが取り込まれて揮発し
にくくなるので好ましくない。
　混合物の加熱時間は、放射性セシウムの十分な揮発量を得る観点から、好ましくは１５
分間以上、より好ましくは３０分間以上である。加熱時間の上限は特に限定されないが、
好ましくは１８０分間以下、より好ましくは１２０分間以下である。加熱時間が１８０分
間を超えると混合物中の放射性セシウムと共に、カリウムやナトリウムの揮発量が多くな
る。ロータリーキルン等、原料が転動する場合には、ガスと放射性セシウムとの接触率が
あがり、熱伝導率もよくなるため、静置した条件よりも短い焼成時間で、高い揮発率を得
ることができる。
　加熱手段としては、連続式とバッチ式のいずれも用いることができる。
　連続式の加熱手段の例としては、ロータリーキルン等が挙げられる。
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　バッチ式の加熱手段の例としては、焼却炉、電気炉、マイクロ波加熱装置等が挙げられ
る。
　中でも、連続式の加熱手段は、処理の効率を高める観点から、本発明で好ましく用いら
れる。特に、ロータリーキルンは、放射性セシウムの揮発に適する加熱温度及び廃棄物の
滞留時間を容易に与えることができるので、好ましい。
【００１５】
　加熱時の雰囲気としては、水蒸気を含む空気下で加熱すれば、アルカリ金属（カリウム
及びナトリウム）の揮発量を少なくし、かつ、放射性セシウムの揮発量を多くすることが
できるため好ましい。
　一方、水蒸気を含まない空気（純空気）下で加熱した場合、アルカリ金属（カリウム及
びナトリウム）の揮発量も多くなるが、より多くの放射性セシウムを揮発させることがで
きる。
　上述した塩化物の量、加熱温度、時間、及び加熱時の水蒸気量を調整することで、アル
カリ金属（カリウム及びナトリウム）の揮発量を少なくすると共に、放射性セシウムの揮
発量を多くすることができる。
【００１６】
　また、放射性セシウムで汚染された廃棄物にクロムが含まれていた場合、得られる焼成
物に６価クロム（Ｃｒ６＋）が含まれる可能性がある。
　このような焼成物を、セメント混合材、骨材、土工資材等として使用した場合（特に土
工資材として用いる場合）、焼成物中に含まれる６価クロムが溶出して、水質汚染、土壌
汚染等を引き起こす可能性がある。
　そこで、上記加熱工程において、加熱を還元雰囲気下で行ってもよい。還元雰囲気下で
加熱することで、上記廃棄物中にクロムが含まれていても、酸化雰囲気下で生じ易い６価
クロムの生成を防止することができ、かつ、廃棄物を加熱する工程において、廃棄物が一
時的に酸化雰囲気下で加熱されることで６価クロムが生成しても、３価クロム（Ｃｒ３＋

）に還元されることから、得られた焼成物を土工資材等として安全に使用することができ
る。なお、上述した水蒸気を含む空気下で加熱する方法と、還元雰囲気下で加熱する方法
は組み合わせて行ってもよい。以下、還元雰囲気下で加熱を行う方法について、内部燃焼
型の装置（内燃式ロータリーキルン等）であって、向流タイプ（原料出口側で燃焼するも
の）の装置を用いた場合を例に解説するが、本発明はこれらの形態に限定されるものでは
ない。
【００１７】
　還元雰囲気下で、放射性セシウムで汚染された廃棄物を加熱する方法の一例として、上
記廃棄物を加熱する際に、可燃性物質を燃焼する方法が挙げられる。可燃性物質を燃焼す
ることで、廃棄物の周辺を還元雰囲気に保つことができる。また、上記廃棄物中にクロム
が含まれていても、６価クロムの生成を防止することができ、かつ、廃棄物を加熱する工
程において、６価クロムが生成していても、３価クロムに還元される。
　ここで、可燃性物質とは、例えば、石炭、コークス、活性炭、廃木材、廃プラスチック
、重油スラッジ、都市ゴミ等の廃棄物を圧縮及び／または固形化した廃棄物固形塊等が挙
げられる。
　可燃性物質を供給する方法としては、放射性セシウムで汚染された廃棄物にあらかじめ
混合してもよく、加熱に使用する装置として、ロータリーキルンを使用する場合、可燃性
物質を、廃棄物の入口側、出口側、または、ロータリーキルンの途中から供給してもよい
。
　可燃性物質を原料にあらかじめ混合する場合、加熱によって得られる焼成物中に可燃性
物質が未燃焼状態で残存しない範囲であれば、可燃性物質の混合量は多い方が好ましく、
可燃性物質の粒径も大きい方が好ましい。
【００１８】
　ここで、可燃性物質を、ロータリーキルンの廃棄物の入口側、またはロータリーキルン
の途中で供給する場合について説明する。
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　この場合、可燃性物質は還元雰囲気を長時間維持することができるものが好ましい。具
体的には、例えば、ロータリーキルンの主燃料に比べて、燃焼速度の遅いもの、または、
主燃料と同様の燃焼速度を有し、主燃料よりも粗い粒である可燃性物質が挙げられる。具
体的には、石油コークス、石炭コークス、無煙炭等が挙げられる。燃焼速度が遅いほど、
可燃性物質を細かくできるので好ましい。
　可燃性物質の平均粒径は、好ましくは０．５～２０ｍｍ、より好ましくは１～５ｍｍで
ある。該平均粒径が０．５ｍｍ未満であると、燃焼中のごく初期で燃えきってしまうため
、還元雰囲気を長時間維持できなくなる場合がある。該平均粒径が２０ｍｍを超えると、
得られた焼成物に未燃焼状態の可燃性物質が多量に残存するため、供給した可燃性物質が
無駄となり、また、該焼成物を、セメント混合材またはコンクリート骨材として用いる場
合において、残存する未燃炭素がＡＥ剤を吸着することで、モルタルコンクリートの空気
連行性が悪化する、あるいは、締め固めした場合に未燃炭素が表面に現れ、モルタルコン
クリートの外観が悪化する等の問題が生じる場合がある。
　可燃性物質の量は、加熱によって得られる焼成物１０００ｋｇあたり、好ましくは５～
４０ｋｇ、より好ましくは１０～４０ｋｇ、特に好ましくは１２～４０ｋｇである。該量
が５ｋｇ未満であると、還元雰囲気とすることによる効果が小さい場合がある。該量が４
０ｋｇを超えると、得られる焼成物に未燃焼状態の可燃性物質が多量に残存し、該焼成物
をセメント混合材またはコンクリート骨材として用いる場合において、モルタルコンクリ
ートの空気連行性や外観が悪化する場合がある。
　なお、可燃性物質は、ロータリーキルンの途中で供給する場合には、ロータリーキルン
内で最も高温となる位置から、廃棄物の入口側までの途中で供給することが好ましい。
　可燃性物質を燃焼する際の、炉内の酸素（Ｏ２）濃度は、可燃性物質をすぐに消失させ
ないという観点から、好ましくは５質量％以下、より好ましくは３質量％以下である。
　上述した条件と、滞留時間等を調整することで、６価クロムの生成を防止し、かつ、可
燃性物質が残存しないようにすることができる。また、得られた焼成物をセメント混合材
またはコンクリート骨材として使用する場合には、モルタルコンクリートの空気連行性や
外観に悪影響を与えないように、上述した条件と、滞留時間等を調整する。
【００１９】
　次に、可燃性物質を、廃棄物の出口側から供給する場合について説明する。
　可燃性物質は空気を用いて廃棄物の出口側から炉内に向かって容易に圧送することがで
きる。また、ロータリーキルンの出口側に専用の投入口を設けても良い。さらに、粗い可
燃性物質（平均粒径が１～１０ｍｍ程度のもの）を主バーナーの燃料の一部として落下さ
せても良い。
　可燃性物質は、廃棄物の入口側、またはロータリーキルンの途中で供給する場合よりも
強い還元状態にできるものが好ましい。具体的には、例えば、ロータリーキルンの主燃料
に比べて、燃焼速度が速い可燃性物質が挙げられる。燃焼速度が速い可燃性物質としては
、例えば、廃木材、廃プラスチック、重油スラッジ、及び都市ゴミ等の廃棄物を圧縮及び
／または固形化した廃棄物固形塊等が挙げられる。
　可燃性物質の平均粒径は、好ましくは０．１～１０ｍｍ、より好ましくは１～５ｍｍで
ある。該平均粒径が０．１ｍｍ未満であると、焼成中のごく初期で燃えきってしまうため
還元雰囲気を維持できなくなる場合がある。該平均粒径が１０ｍｍを超えると、得られた
焼成物に未燃焼状態の可燃性物質が多量に残存して供給した可燃性物質が無駄となり、ま
た、該焼成物をセメント混合材またはコンクリート骨材として用いる場合において、モル
タルコンクリートの空気連行性や外観が悪化する場合がある。なお、還元雰囲気を維持で
きる時間は、可燃性物質の平均粒径により調整することができる。例えば、燃焼速度が速
い可燃性物質は、平均粒径を大きく（粗く）することで還元雰囲気を維持できる時間を長
くすることができる。
　可燃性物質の熱量は、主バーナーに用いられる燃料全体の熱量に対して、通常、２～４
０％となるように使用することができる。可燃性物質の熱量が２％未満であると、還元雰
囲気とすることによる効果が小さい場合がある。可燃性物質の熱量が４０％を超えると、
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得られた焼成物中に未燃焼状態の可燃性物質が多量に残存して供給した可燃性物質が無駄
となり、該焼成物をセメント混合材またはコンクリート骨材として用いる場合において、
モルタルコンクリートの空気連行性や外観が悪化する場合がある。
　上述した可燃性物質を廃棄物の入口側またはロータリーキルンの途中で供給する場合と
比べて、廃棄物の出口側から供給する場合は、ロータリーキルン内で還元雰囲気となるの
は炉内の一部分であるため、還元雰囲気を長時間維持するとともに、還元速度が速い高温
度帯で還元雰囲気となるように、可燃性物質の供給位置（落下位置）をロータリーキルン
内で最高温度となる位置よりも廃棄物の入口側に調整することが好ましい。供給位置は好
ましくは、通常、キルンの内径をＤとして、キルンの出口から４Ｄの地点より、奥が好ま
しい。また、主バーナー等の設定条件により、キルン内の最高温度となる位置がより出口
側になった場合には、キルンの出口から３Ｄの地点より、奥が好ましい。供給位置（落下
位置）は、可燃性物質の投入口の角度、投入口の位置、可燃性物質を投入する速度、可燃
性物質の粒度、及び、可燃性物質の密度で調整することが好ましい。
　可燃性物質を添加する場合における、炉内の酸素（Ｏ２）濃度は、可燃性物質をすぐに
消失させないという観点から、好ましくは５質量％以下、より好ましくは３質量％以下で
ある。
　上述した条件を調整することで、６価クロムの生成を防止し、かつ、可燃性物質が残存
しないようにすることが好ましい。
【００２０】
　還元雰囲気下で、放射性セシウムで汚染された廃棄物を加熱する他の方法としては、上
記廃棄物に炎を直接接触させる方法が挙げられる。
　具体的には、内部燃焼型の装置（内熱式ロータリーキルン等）において、加熱中（焼成
中）の放射性セシウムで汚染された廃棄物等と、バーナーの炎が直接接するように焼成す
る（以下、「炎膜焼成」ともいう。）。内熱式ロータリーキルンを用いて炎膜焼成を行う
方法としては、（ａ）加熱用主バーナーを下部に設置して、炎が廃棄物等をなめるように
加熱（焼成）する、（ｂ）燃料量や空気速度を調整することで炎を発散させて、炎が廃棄
物等をなめるように加熱（焼成）する、（ｃ）主バーナーの角度を下に向けることで炎を
長くして、炎が廃棄物等をなめるように加熱（焼成）する、等の方法が挙げられる。また
、加熱用主バーナー以外に炎膜焼成用の補助バーナーを設置してもよい。各条件の調整に
よって、廃棄物等と炎の接触時間が長くなるほど、還元効果が向上する。また、上記廃棄
物中にクロムが含まれていても、６価クロムの生成を防止することができ、かつ、廃棄物
を加熱する工程において、６価クロムが生成していても、３価クロムに還元される。
　炎膜焼成を行う際の酸素濃度は、より多くの炎膜を発生させる観点から、好ましくは５
質量％以下、より好ましくは３％以下である。
　上述した条件を調整することで、６価クロム溶出防止効果をより大きくすることができ
る。なお、上述した可燃性物質の燃焼と、炎膜焼成を併用してもよい。
【００２１】
　また、加熱する際の雰囲気を調整することで、還元雰囲気下とすることもできる。
　例えば、還元雰囲気下で、放射性セシウムで汚染された廃棄物を加熱する他の方法とし
て、加熱に用いる燃料を理論空気量よりも少ない空気量で燃焼する方法が挙げられる。
　具体的には、内部燃焼型の装置（内熱式ロータリーキルン等）において、炉内の空気比
（理論空気量に対する供給空気量の割合）を０．８～１．０、炉内の酸素濃度を１質量％
以下、または、一酸化炭素濃度を０．１～１．０質量％にして、上記燃料を燃焼する。
　空気比が０．８未満、または一酸化炭素濃度が１．０質量％を超える場合、加熱に必要
な燃焼が困難となる場合がある。空気比が１．０を超える場合、酸素濃度が１質量％を超
える場合、または一酸化炭素濃度が０．１質量％未満の場合、還元効果が小さくなる。
　加熱に用いる燃料とは、主燃料（バーナーの燃料）として、重油、微粉炭、再生油、Ｌ
ＰＧ、ＮＰＧ、及び可燃性廃棄物等が挙げられ、空間中で燃焼するように粒度を調整した
ものが用いられる。
　さらに、上述した可燃性物質の燃焼及び／または炎膜焼成と併用することもできる。
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　また、加熱に使用する装置（外熱式ロータリーキルン、電気炉等）内を、窒素ガス等の
不活性ガスで置換、または流通させる方法が挙げられる。さらに、前記不活性ガスに、一
酸化炭素ガス等の還元性ガスを混合したものを置換、または流通させても良い。
【００２２】
　上述した加熱方法によって生じた排ガス中の揮発した放射性セシウムは、冷却されて固
体になった後、集塵機またはスクラバー等で回収することができる。また、キルンにプレ
ヒーターが取り付けられている場合は、揮発した放射性セシウムを高濃度で含む排ガスの
一部を抽気して、冷却することによって、固体となった放射性セシウムを回収することも
できる。回収した放射性セシウムは、必要に応じて水洗、吸着などにより、さらなる減容
化処置をした後、コンクリート製の容器などに密閉して保管することができる。これによ
り、放射性物質を含む廃棄物を外部に漏洩することなく、減容化し、保管することができ
る。
　廃棄物と、ＣａＯ源及び／又はＭｇＯ源との混合物に塩化物を加えた場合、放射性セシ
ウムを放射性塩化セシウムの状態で回収することができる。該放射性塩化セシウムは、容
易に水に溶かすことができ、水溶液としても回収することができる。
　加熱後に得られる焼成物は、必要に応じて粉砕し、セメント混合材、骨材（コンクリー
ト用骨材、アスファルト用骨材）、土工資材（埋め戻し材、盛り土材、路盤材等）等とし
て利用することができる。
【００２３】
　加熱後に得られる焼成物は、絶乾密度が、好ましくは１．５～３．０ｇ／ｃｍ３、より
好ましくは２．０～３．０ｇ／ｃｍ３の焼成物である。
　また、該焼成物のフリーライム（遊離石灰）量は、好ましくは１．０質量％以下、より
好ましくは０．５質量％以下、特に好ましくは０．２質量％以下である。フリーライム量
が１．０質量％を超えると、焼成物をコンクリート用骨材や土工資材として使用した場合
、コンクリートが膨張破壊したり、焼成物自体が崩壊する可能性がある。
　該焼成物の粒度は、必要とされる粒度、締め固め性等を考慮して、ふるい分け等により
調整してセメント混合材等に使用すればよい。
　また、廃棄物にクロムが含まれる場合、上述した加熱工程において加熱を還元雰囲気下
で行う方法の他に、得られた焼成物に対して以下の処理を行うことで、焼成物から６価ク
ロムが溶出することを防ぐことができる。特に焼成物を土工資材として用いる場合には、
水質汚染及び土壌汚染を防ぐ観点から、６価クロムの溶出対策を行うことが好ましい。以
下、６価クロムの溶出対策の具体的な方法について説明する。
【００２４】
　得られた焼成物に６価クロムが含まれる場合、６価クロムの溶出対策として、加熱工程
によって得られた高温の焼成物と可燃性物質を混合する方法が挙げられる。加熱工程後の
高温の焼成物と可燃性物質を混合して冷却することで、焼成物中の６価クロムが３価クロ
ムに還元されて、焼成物中の６価クロムを低減することができる。
　具体的には、加熱工程後の焼成物を、熱風炉において焼成物の温度を高温に保ちながら
可燃性物質と混合する方法や、容器内に加熱工程後の高温の焼成物と可燃性物質を入れて
充填させ、焼成物と可燃性物質との混合物の温度を高温に保ちながら静置する方法が挙げ
られる。
【００２５】
　また、加熱工程後に行われるエアークエンチングクーラー、ロータリークーラー等を用
いた冷却工程において高温の焼成物と可燃性物質を混合してもよい。中でも、酸素に接す
ることが少なく、かつ、可燃性物質の混合度合いが高いロータリークーラーを用いること
が好ましい。
　冷却工程において可燃性物質を混合する場合、可燃性物質の混合方法は特に限定されな
いが、高温条件および還元雰囲気を長時間維持する観点から、加熱工程直後に混合するこ
とが好ましい。例えば、ロータリーキルンを用いて加熱を行う場合、ロータリーキルンの
落ち口に可燃性物質を落下させて混合する方法が好ましい。
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　可燃性物質を混合する際の焼成物の温度は、高温であるほど６価クロムの低減効果が大
きく、好ましくは８００℃以上、より好ましくは１０００℃以上である。なお、ロータリ
ーキルンを用いて加熱を行う場合、ロータリーキルン内の焼成温度が最大となる位置を落
ち口側に近づけることで、ロータリークーラー内で混合する際の焼成物の温度を高くする
ことができる。
　可燃性物質を混合後、焼成物が冷却するまでの時間は長いほど６価クロムの低減効果が
大きいが、混合してから焼成物の温度が６００℃以下になるまでの時間は、好ましくは１
分間以上、より好ましくは３分間以上である。
　可燃性物質は、焼成物と可燃性物質の混合物全体の熱量に対して、好ましくは２～２０
％の熱量に相当する量を混合する。該量が２％未満の熱量に相当する場合、６価クロムの
低減効果が小さくなる。該量が２０％を超える熱量に相当する場合、冷却後の焼成物に未
燃焼状態の可燃性物質が多量に残存してしまう。
　可燃性物質としては、例えば、石炭、コークス、活性炭、廃木材、廃プラスチック、重
油スラッジ、都市ゴミ等の廃棄物を圧縮及び／または固形化した廃棄物固形塊等が挙げら
れる。中でも、より強い還元状態にできるものが好ましい。具体的には、燃焼速度が速い
可燃性物質が挙げられる。燃焼速度が速い可燃性物質としては、例えば、廃木材、廃プラ
スチック、重油スラッジ、及び都市ゴミ等の廃棄物を圧縮及び／または固形化した廃棄物
固形塊等が挙げられる。
　可燃性物質の平均粒径は、好ましくは０．１～１０ｍｍ、より好ましくは１～５ｍｍで
ある。１０ｍｍを超えると冷却後の焼成物中に可燃性物質が大量に残存してしまう。０．
１ｍｍ未満であると、６価クロムの低減効果が小さくなると共に、投入する際に冷却空気
の風速等によって飛散してしまい、焼成物と混合する量が少なくなる。
　上述した燃焼速度が速い可燃性物質は、平均粒径を大きく（粗く）することできる。平
均粒径を大きくすることで、還元雰囲気を維持できる時間を長くすると共に、投入する際
に冷却空気の風速等によって可燃性物質が飛散することを防ぐことができる。
　可燃性物質を混合する際の酸素濃度は特に限定されない。また、可能であれば、酸素と
の接触を少なくする、または可燃性物質の添加量を少なくする観点から排ガスを利用して
もよい。
　上述した条件を、６価クロムの低減効果が大きく、かつ、可燃物が残存しないように調
整することが好ましい。また、焼成物をセメント混合材として使用する場合には、還元雰
囲気を強くしすぎることで、該焼成物を用いたセメントの色が変わらないように調整する
ことが好ましい。
【００２６】
　また、６価クロムの溶出対策として、加熱工程によって得られた焼成物をさらに加熱し
て、溶融する方法が挙げられる。
　焼成物を溶融することで、焼成物に含まれる６価クロムがガラス中に封じ込まれ、土工
資材等に使用した場合に、６価クロムの溶出量が環境基準値以下となる。
　焼成物をさらに加熱して溶融させた後、該溶融物は冷却されて粒状物となる。得られた
粒状の溶融物は、吸水率が低く、高強度であることから、コンクリート用骨材として用い
ることができる。なお、溶融物の冷却は、急冷でも徐冷でもよい。
　また、加熱工程によって得られた高温の状態の焼成物（例えば、キルンから出てきた直
後の焼成物）を、直接溶融することがエネルギーコストの観点から好ましい。
【００２７】
　また、６価クロムの溶出対策として、加熱工程によって得られた焼成物と、還元剤及び
吸着剤からなる群より選ばれる少なくとも１種を混合する混合工程を行ってもよい。
　例えば、焼成物と還元剤を混合することで、焼成物に含まれる６価クロム、または焼成
物から溶出した６価クロムを３価クロムに還元することができる。
　還元剤としては、例えば、亜硫酸ナトリウム等の亜硫酸塩、硫酸鉄（ＩＩ）、塩化鉄（
ＩＩ）等の鉄（ＩＩ）塩、チオ硫酸ナトリウム、鉄粉等が挙げられる。
　また、焼成物と吸着剤を混合することで、焼成物から溶出した６価クロムを吸着させ、
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６価クロムの不溶化、又は溶出の抑制をすることができる。
　吸着剤としては、例えば、ゼオライト、粘土鉱物、Ｍｇ－Ａｌ系やＭｇ－Ｆｅ系等のハ
イドロタルサイト化合物のような層状複水酸化物、Ｃａ－Ａｌ系水酸化物やエトリンガイ
トやモノサルフェート等のＣａ－Ａｌ系化合物、酸化鉄（ヘマタイト）や酸化ビスマス等
の含水酸化物、水酸化マグネシウムや軽焼マグネシウムや焼成ドロマイトや酸化マグネシ
ウム等のマグネシウム化合物、硫化鉄や鉄粉やシュベルマナイトやＦｅＯＯＨ等の鉄化合
物、酸化ケイ素や酸化アルミニウムや酸化鉄などの１種または２種以上の混合物または焼
成物、セリウム、及び希土類元素を含む化合物等が挙げられる。
　還元剤及び吸着剤は１種を単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい
。
　焼成物と薬剤（還元剤及び／または吸着剤）を混合する方法としては、焼成物と粉末状
の薬剤を混合してもよく、薬剤を予め水と混合して、スラリー又は水溶液（以下、「スラ
リー等」ともいう。）にして、焼成物とスラリー等を混合する、焼成物にスラリー等を噴
霧する、又は、焼成物をスラリー等に浸漬する等の方法が挙げられる。
　上記薬剤の使用量は、焼成物１００ｋｇあたりの金属塩の量が、好ましくは０．０１～
１０ｋｇ、より好ましくは０．１～７ｋｇ、特に好ましくは０．２～５ｋｇとなるように
、　粉末状の薬剤の量、スラリー等の濃度、スラリー等の噴霧量、及び、スラリー等への
焼成物の投入量を調整する。焼成物１００ｋｇあたりの金属塩の量が０．０１ｋｇ未満で
あると、６価クロムの溶出量を低減する効果が小さくなる。該量が１０ｋｇを超えると、
６価クロムの溶出量を低減する効果が飽和するため経済的ではない。
　混合する際の焼成物の温度は、好ましくは１００～８００℃、より好ましくは１２５～
６００℃、特に好ましくは１５０～４００℃である。焼成物の温度が８００℃を超えると
、焼成物にクラック等が生じる、又は、焼成物が微粒化することで、強度の低下が起こる
ため好ましくない。１００℃未満であると薬剤が焼成物の表面に付着しにくくなるため好
ましくない。
　高温の焼成物に、薬剤を含むスラリー等を噴霧する方法は、薬剤が焼成物の表面に付着
して、はがれにくくなり好適である。また、焼成物に気孔がある場合、焼成物をスラリー
等に浸漬する方法は、薬剤が内部にまで良く浸透し、また、表面にも付着するので好適で
ある。
【００２８】
　さらに、６価クロムの溶出対策として、加熱工程によって得られた焼成物を水洗する方
法が挙げられる。
　水洗方法としては、（ｉ）容器内、又はベルトコンベア上の焼成物にスプリンクラー等
により洗浄液を散布して洗浄する方法、（ｉｉ）容器に焼成物と洗浄液を入れて、一定時
間焼成物を洗浄液に浸漬した後、浸漬後の洗浄液を排出して、新しい洗浄液を供給するこ
とを繰り返して洗浄する方法、（ｉｉｉ）トロンメル等を用いて、焼成物を洗浄液に浸漬
しながら、焼成物を順次入れ替える洗浄方法等が挙げられる。
　洗浄液は、通常の水道水でも良く、上述した薬剤（還元剤又は吸着剤）の水溶液を用い
てもよい。水洗後の洗浄液は、洗浄液として再利用してもよいし、処理した上で廃棄して
もよい。
　水洗時間、水洗回数、水洗に用いる洗浄液の使用量は特に限定されず、６価クロムの溶
出量が環境基準値（環境庁告示第４６号）を満たすまで水洗を行えばよい。
　これらの方法は、上述した加熱工程において還元雰囲気下で加熱を行う方法と組み合わ
せて行ってもよい。
【００２９】
　なお、本発明の加熱工程によって得られる焼成物は、６価クロム以外の重金属（鉛、砒
素等）を内部に固定する能力に優れていることから、上述した６価クロムの溶出を防ぐ処
理を行えば、土工資材（埋め戻し材、盛り土材、路盤材等）として好適に用いることがで
きる。
【００３０】



(13) JP 2013-82604 A 2013.5.9

10

20

30

40

50

　上記焼成物を粉砕して、セメント混合材として使用することができる。また、焼成物の
粉砕物１００質量部に対して、石膏をＳＯ３換算で１～６質量部含有させることもできる
。
　粉砕方法は特に制限されず、例えばボールミル等を用い、通常の方法で粉砕すれば良い
。
　焼成物の粉砕物は、ブレーン比表面積が２５００～５０００ｃｍ２／ｇであることが、
モルタルやコンクリートのブリーディングの低減や、流動性、強度発現性の観点から好ま
しい。
　粉砕は、焼成物、セメントクリンカと石膏を同時に行ってもよい。同時に粉砕を行った
場合のセメントのブレーン比表面積は、２５００～４５００ｃｍ２／ｇであることが、モ
ルタルやコンクリートのブリーディングの低減や、流動性、強度発現性の観点から好まし
い。
　該セメント混合材はセメントと混合してセメント組成物を得たときに、セメント組成物
の水和熱を低く、かつ流動性を良好にすることができる。
【００３１】
　また、上記焼成物は必要に応じて粉砕または分級して、骨材（コンクリート骨材、アス
ファルト用骨材）、土工資材として使用することもできる。
　６価クロムを含む焼成物を骨材として用いる場合、セメント硬化物に６価クロムが取り
込まれるため、骨材の輸送時や保管時の雨水防止を行うことで、６価クロムの溶出を防ぐ
ことができる。また、前述した６価クロムの溶出を防ぐ処理を行ってもよい。
　得られた焼成物は、細骨材及び粗骨材のいずれにも利用することができる。粗骨材とし
て使用する場合には、ふるい分け等により、粒度を５ｍｍ以上に調整して使用する。
　また、土工資材として用いる場合は、締め固め性等を考慮して、０．１～１００ｍｍに
調整して使用する。
　骨材として用いる場合、焼成物の絶乾密度は、好ましくは２．０～３．０ｇ／ｃｍ３で
ある。該絶乾密度が２．０ｇ／ｃｍ３未満の場合、コンクリートの強度低下のおそれがあ
る。また、焼成物の吸水率は、好ましくは１５％以下である。該吸水率が１５％より大き
い場合、コンクリートの強度低下のおそれがある。
　特に、コンクリート用骨材として用いる場合、焼成物の絶乾密度が２．５～３．０ｇ／
ｃｍ３、かつ、吸水率が３％以下であることが好ましい。
　フリーライム量は、好ましくは１．０質量％以下、より好ましくは０．５質量％以下、
特に好ましくは０．２質量％以下である。該量が１．０質量％を超えると、コンクリート
が膨張破壊する可能性がある。
【００３２】
　得られた焼成物中のＣ２Ｓは水硬性を有し、コンクリート中でゆっくりと反応してコン
クリートを緻密化させ、強度を向上させる効果がある。また、Ｃ２ＡＳに水硬性はないが
、炭酸化すると緻密化するため、中性化を抑制する効果がある。
　したがって、上記焼成物を骨材として用いることで、強度発現性や耐中性化等の耐久性
に優れたコンクリートを製造することができる。
【実施例】
【００３３】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定され
るものではない。
［合成例１；セシウム吸着粘土Ａの作製］
　ベントナイト５００ｇを、セシウムを２５０ｍｇ／リットルの濃度で含む水溶液２リッ
トルに１日間浸漬した後、遠心分離によって固形分を回収し、さらに該固形分を水洗して
、再度遠心分離を行った。これによりセシウムを１０６０ｍｇ／ｋｇの濃度で含むセシウ
ム吸着粘土Ａを得た。
［合成例２；セシウム吸着粘土Ｂの作製］
　ベントナイト５００ｇを、セシウムを５００ｍｇ／リットルの濃度で含む水溶液２リッ
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トルに１日間浸漬した後、遠心分離によって固形分を回収し、さらに該固形分を水洗して
、再度遠心分離を行った。これによりセシウムを２２００ｍｇ／ｋｇの濃度で含むセシウ
ム吸着粘土Ｂを得た。
　なお、用いた原料の化学組成は、表１に示すとおりである。
【００３４】
【表１】

【００３５】
［実施例１］
　合成例１で得られたセシウム吸着粘土Ａ９ｇと、石灰石粉末１１ｇとを混合した。得ら
れた混合物を、管状電気炉を用い６０℃の水中に通過させてバブリングして得られた空気
（水分量７％）下で、表２に記載された加熱温度及び加熱時間で加熱し、焼成物を得た。
加熱前の混合物、及び加熱して得られた焼成物の各々のＣｓの含有量を、湿式法を用いて
測定し、Ｃｓの揮発率（質量％）を求めた。また、Ｎａ２Ｏ及びＫ２Ｏの各量を、蛍光Ｘ
線分析法（ＸＲＦ）で測定し、Ｎａ及びＫの揮発率（質量％）を求めた。さらに得られた
焼成物の鉱物構成比（Ｃ２Ｓ、Ｃ２ＡＳ、Ｃ４ＡＦ、Ｃ３Ａ）を使用原料中のＣａＯ、Ｓ
ｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｆｅ２Ｏ３の各含有量（質量％）から、段落００１６に記載された
式により算出し、求めた。結果を表２に示す。
［実施例２］
　合成例１で得られたセシウム吸着粘土Ａ９ｇと、石灰石粉末１１ｇとを混合した。得ら
れた混合物を、管状電気炉を用い水蒸気を含まない空気（純空気）下で、表２に記載され
た加熱温度及び加熱時間で加熱し、焼成物を得た。加熱前の混合物、及び加熱して得られ
た焼成物に対して、実施例１と同様にして揮発量等を求めた。結果を表２に示す。
［実施例３］
　合成例１で得られたセシウム吸着粘土Ａ８ｇと、石灰石粉末１２ｇとを混合した。得ら
れた混合物を、管状電気炉を用い６０℃の水中に通過させてバブリングして得られた空気
（水分量７％）下で、表２に記載された加熱温度及び加熱時間で加熱し、焼成物を得た。
加熱前の混合物、及び加熱して得られた焼成物に対して、実施例１と同様にして揮発量等
を求めた。結果を表２に示す。
［実施例４］
　合成例１で得られたセシウム吸着粘土Ａ８ｇと、石灰石粉末１２ｇとを混合した。得ら
れた混合物を、管状電気炉を用い純空気下で、表２に記載された加熱温度及び加熱時間で
加熱し、焼成物を得た。加熱前の混合物、及び加熱して得られた焼成物に対して、実施例
１と同様にして揮発量等を求めた。結果を表２に示す。
［実施例５］
　合成例１で得られたセシウム吸着粘土Ａ６．６ｇと、石灰石粉末１３．２ｇとを混合し
た。得られた混合物を、管状電気炉を用いて純空気下で、表２に記載された加熱温度及び
加熱時間で加熱し、焼成物を得た。加熱前の混合物、及び加熱して得られた焼成物に対し
て、実施例１と同様にして揮発量等を求めた。結果を表２に示す。
［実施例６］
　合成例１で得られたセシウム吸着粘土Ａ６．６ｇと、石灰石粉末１３．２ｇとを混合し
た。得られた混合物を、管状電気炉を用いて、６０℃の水中に通過させてバブリングして
得られた空気（水分量７％）下で、表２に記載された加熱温度及び加熱時間で加熱し、焼
成物を得た。加熱前の混合物、及び加熱して得られた焼成物に対して、実施例１と同様に
して揮発量等を求めた。結果を表２に示す。
【００３６】



(15) JP 2013-82604 A 2013.5.9

10

20

［比較例１］
　合成例１で得られたセシウム吸着粘土Ａ１１ｇと、石灰石粉末９ｇとを混合した。得ら
れた混合物を、管状電気炉を用いて６０℃の水でバブリングした空気（水分量７％）下で
、表２に記載された加熱温度及び加熱時間で加熱し、焼成物を得た。加熱前の混合物、及
び加熱して得られた焼成物に対して、実施例１と同様にして揮発量等を求めた。結果を表
２に示す。
［比較例２］
　合成例１で得られたセシウム吸着粘土Ａ１０ｇと、石灰石粉末１０ｇとを混合した。得
られた混合物を、管状電気炉を用いて６０℃の水でバブリングした空気（水分量７％）下
で、表２に記載された加熱温度及び加熱時間で加熱し、焼成物を得た。加熱前の混合物、
及び加熱して得られた焼成物に対して、実施例１と同様にして揮発量等を求めた。結果を
表２に示す。
［比較例３］
　合成例１で得られたセシウム吸着粘土Ａ１０ｇと、石灰石粉末１０ｇとを混合した。得
られた混合物を、管状電気炉を用いて純空気下で、表２に記載された加熱温度及び加熱時
間で加熱し、焼成物を得た。加熱前の混合物、及び加熱して得られた焼成物に対して、実
施例１と同様にして揮発量等を求めた。結果を表２に示す。
［比較例４］
　合成例１で得られたセシウム吸着粘土Ａ１０ｇと、石灰石粉末１０ｇとを混合した。得
られた混合物を、管状電気炉を用いて６０℃の水でバブリングした空気（水分量７％）下
で、表２に記載された加熱温度及び加熱時間で加熱し、焼成物を得た。加熱前の混合物、
及び加熱して得られた焼成物に対して、実施例１と同様にして揮発量等を求めた。結果を
表２に示す。
【００３７】
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【表２】

【００３８】
［実施例７］
　合成例２で得られたセシウム吸着粘土Ｂ３０ｇと、石灰石粉末６０ｇと、塩化カルシウ
ム０．０２４６ｇを粉砕混合した。得られた混合物２０ｇを、管状電気炉を用いて６０℃
の水でバブリングした空気（水分量７％）下で、表３に記載された加熱温度及び加熱時間
で加熱し、焼成物を得た。加熱前の混合物、及び加熱して得られた焼成物に対して、実施
例１と同様にして揮発量等を求めた。結果を表３に示す。
［実施例８］
　合成例２で得られたセシウム吸着粘土Ｂ３０ｇと、石灰石粉末６０ｇと、塩化カルシウ
ム０．０４９２ｇを粉砕混合した。得られた混合物２０ｇを、管状電気炉を用いて６０℃
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の水でバブリングした空気（水分量７％）下で、表３に記載された加熱温度及び加熱時間
で加熱し、焼成物を得た。加熱前の混合物、及び加熱して得られた焼成物に対して、実施
例１と同様にして揮発量等を求めた。結果を表３に示す。
［実施例９］
　合成例２で得られたセシウム吸着粘土Ｂ３０ｇと、石灰石粉末６０ｇと、塩化カルシウ
ム０．０９８４ｇを粉砕混合した。得られた混合物２０ｇを、管状電気炉を用いて６０℃
の水でバブリングした空気（水分量７％）下で、表３に記載された加熱温度及び加熱時間
で加熱し、焼成物を得た。加熱前の混合物、及び加熱して得られた焼成物に対して、実施
例１と同様にして揮発量等を求めた。結果を表３に示す。
［実施例１０］
　合成例２で得られたセシウム吸着粘土Ｂ３０ｇと、石灰石粉末６０ｇと、塩化カルシウ
ム０．２４６ｇを粉砕混合した。得られた混合物２０ｇを、管状電気炉を用いて６０℃の
水でバブリングした空気（水分量７％）下で、表３に記載された加熱温度及び加熱時間で
加熱し、焼成物を得た。加熱前の混合物、及び加熱して得られた焼成物に対して、実施例
１と同様にして揮発量等を求めた。結果を表３に示す。
［実施例１１］
　合成例２で得られたセシウム吸着粘土Ｂ３０ｇと、石灰石粉末６０　ｇと、塩化カルシ
ウム０．４９２ｇを粉砕混合した。得られた混合物２０ｇを、管状電気炉を用いて純空気
下で、表３に記載された加熱温度及び加熱時間で加熱し、焼成物を得た。加熱前の混合物
、及び加熱して得られた焼成物に対して、実施例２と同様にして揮発量等を求めた。結果
を表３に示す。
［実施例１２］
　合成例２で得られたセシウム吸着粘土Ｂ３０ｇと、石灰石粉末６０ｇと、塩化カルシウ
ム０．４９２ｇを粉砕混合した。得られた混合物２０ｇを、管状電気炉を用いて６０℃の
水でバブリングした空気（水分量７％）下で、表３に記載された加熱温度及び加熱時間で
加熱し、焼成物を得た。加熱前の混合物、及び加熱して得られた焼成物に対して、実施例
１と同様にして揮発量等を求めた。結果を表３に示す。
【００３９】
［比較例５］
　合成例２で得られたセシウム吸着粘土Ｂ１０ｇと、石灰石粉末１０ｇと、塩化カルシウ
ム０．４９ｇを混合した。得られた混合物２０ｇを、管状電気炉を用いて、６０℃の水で
バブリングした空気（水分量７％）下で、表３に記載された加熱温度及び加熱時間で加熱
し、焼成物を得た。加熱前の混合物、及び加熱して得られた焼成物に対して、実施例１と
同様にして揮発量等を求めた。結果を表３に示す。
【００４０】
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【表３】

【００４１】
［実施例１３］
　水蒸気を含まない空気（純空気）下で、１３００℃で１２０分間加熱する以外は、実施
例５と同様にして焼成物を得た。加熱前の混合物、及び加熱して得られた焼成物の各々の
セシウム（Ｃｓ）、塩素（Ｃｌ）、Ｎａ２Ｏ、及びＫ２Ｏの各含有量を、実施例１と同様
に測定して、Ｃｓ、Ｎａ、及びＫの揮発率（質量％）を求めた。結果を表４に示す。
［実施例１４］
　水蒸気を含まない空気（純空気）下で、１３００℃で３０分間加熱する以外は、実施例
５と同様にして焼成物を得た。加熱前の混合物、及び加熱して得られた焼成物の各々のセ
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測定して、Ｃｓ、Ｎａ、及びＫの揮発率（質量％）を求めた。結果を表４に示す。
［実施例１５］
　水蒸気を含まない空気（純空気）下で、１２５０℃で６０分間加熱する以外は、実施例
５と同様にして焼成物を得た。加熱前の混合物、及び加熱して得られた焼成物の各々のセ
シウム（Ｃｓ）、塩素（Ｃｌ）、Ｎａ２Ｏ、及びＫ２Ｏの各含有量を、実施例１と同様に
測定して、Ｃｓ、Ｎａ、及びＫの揮発率（質量％）を求めた。結果を表４に示す。
［実施例１６］
　水蒸気を含まない空気（純空気）下で、１２５０℃で１２０分間加熱する以外は、実施
例５と同様にして焼成物を得た。加熱前の混合物、及び加熱して得られた焼成物の各々の
セシウム（Ｃｓ）、塩素（Ｃｌ）、Ｎａ２Ｏ、及びＫ２Ｏの各含有量を、実施例１と同様
に測定して、Ｃｓ、Ｎａ、及びＫの揮発率（質量％）を求めた。結果を表４に示す。
［実施例１７］
　水蒸気を含まない空気（純空気）下で、１３５０℃で３０分間加熱する以外は、実施例
５と同様にして焼成物を得た。加熱前の混合物、及び加熱して得られた焼成物の各々のセ
シウム（Ｃｓ）、塩素（Ｃｌ）、Ｎａ２Ｏ、及びＫ２Ｏの各含有量を、実施例１と同様に
測定して、Ｃｓ、Ｎａ、及びＫの揮発率（質量％）を求めた。結果を表４に示す。なお、
表１～４中の揮発率は、小数点第１位で四捨五入したものである。
【００４２】
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